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告　　　　　示
 　　　　　　　　　　　　

山形県告示第539号

　山形県危険な薬物から県民の命とくらしを守る条例（平成27年12月県条例第63号。以下「条例」という。）第15

条第１項の規定により、次のとおり知事指定薬物の指定が失効した。

　　平成30年７月３日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　失効した知事指定薬物の名称

(1) ２―メトキシ―Ｎ―フェニル―Ｎ―［１―（２―フェニルエチル）ピペリジン―４―イル］アセタミド（通

称名Ｍｅｔｈｏｘｙａｃｅｔｙｌ　ｆｅｎｔａｎｙｌ）及びその塩類

(2) ２―（｛［２―（４―ヨード―２，５―ジメトキシフェニル）エチル］アミノ｝メチル）フェノール（通称

名２５Ｉ―ＮＢＯＨ、２Ｃ―Ｉ―ＮＢＯＨ）及びその塩類

２　失効の理由

　　条例第２条第６号に掲げる薬物に指定されたため

３　失効年月日

　　平成30年６月30日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第540号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第１項の規定に

より、指定障害福祉サービス事業者を次のとおり指定した。

　　平成30年７月３日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

指定障害福祉サービス事業者の

名称及び主たる事務所の所在地
事業所の名称及び所在地

障害福祉サービス

の種類
指定年月日

社会医療法人公徳会

南陽市椚塚948番地の１

くぬぎ荘

南陽市椚塚928番地
自 立 生 活 援 助 平成30. 6. 1
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公　　　　　告
 　　　　　　　　　　　　

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第４項の規定により、次のとおり特定非営利活動法人の定

款の変更の認証について申請があった。

　　平成30年７月３日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　申請のあった年月日

　　平成30年６月22日

２　申請に係る特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びにその定款に記載された

目的

　(1) 名　称

　　　特定非営利活動法人　酒田市障がい者福祉会

　(2) 代表者の氏名

　　　佐藤　健治

　(3) 主たる事務所の所在地

　　　酒田市北今町３番８号

　(4) 定款に記載された目的

この法人は、障がい者の地域活動支援センター等の事業を行ない、地域と社会の福祉の増進をはかり、広く

公益に貢献することを目的とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第４項の規定により、次のとおり特定非営利活動法人の定

款の変更の認証について申請があった。

　　平成30年７月３日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　申請のあった年月日

　　平成30年６月22日

２　申請に係る特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びにその定款に記載された

目的

　(1) 名　称

　　　特定非営利活動法人　酒田リトルシニア

　(2) 代表者の氏名

　　　本間　義浩

　(3) 主たる事務所の所在地

　　　酒田市北新橋一丁目３番地の29

　(4) 定款に記載された目的

この法人は、庄内一円の小中学生を対象とした硬式野球チームであり、野球技術の向上はもとより、野球を

通じて心身の鍛錬に努めることによって、青少年の健全育成及び硬式野球の普及と振興に寄与することを目的

とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　特定調達契約に係る落札者を次のとおり決定した。

　なお、この落札に係る調達は、1994年４月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定（以下「協定」と

いう。）、2012年３月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正された協

定その他の国際約束の適用を受ける。

　　平成30年７月３日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　落札に係る特定役務の名称及び数量

　　山形県基幹高速通信ネットワークパソコン運用管理業務　一式

２　特定調達契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地

　　山形県企画振興部情報政策課電子県庁・基幹ネット担当
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　　山形市松波二丁目８番１号　電話番号023(630)2098

３　落札者を決定した日　平成30年６月７日

４　落札者の名称及び所在地

　　株式会社アイエスエフネット　東京都港区赤坂７丁目１番16号　オーク赤坂ビル３階

５　落札金額　19,548,000円

６　特定調達契約の相手方を決定した手続　一般競争入札

７　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項の規定による公告を行った日

　　平成30年４月27日
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